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１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

1） 報告第 17 号

2） 報告第 18 号

3） 報告第 19 号

4） 報告第 20 号

5） 報告第 21 号

6） 報告第 22 号

7） 議案第 17 号

8） 議案第 18 号

9） 議案第 19 号

10） 議案第 20 号

11） 議案第 21 号

12） 議案第 22 号

13） 議案第 23 号

５． 閉　　　　　　会

農用地利用集積計画の決定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第５条第1項の規定による許可申請承認について

農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更に係る意見について

農地法第５条第1項の規定による許可の取消申請承認について

農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更申請承認について

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

      深谷公民館・生涯学習センター 大会議室（１階）

　　　令和元年８月３０日（金）　午後２時から

農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出（農業用施設）に対する専決処分について

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第３条第１項第１３号の規定による届出に対する専決処分について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について



  開会 局　長 　それでは、ただ今から、令和元年第４回深谷市農業委員会総会
を開催いたします。

局　長 　まずはじめに本日は欠席委員の方はいらっしゃいません。
　欠席委員の報告 従いまして、委員２４人中　２４人が出席ですので、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、
総会は成立しておりますことを報告します。

　議長の選出 局　長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に会長が議長

となる旨、規定されているため、安藤会長にお願いいたします。

　議事録署名人の署名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　先ず、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号７番、議席番号８番の以上２名を指名いたします。
　よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、議事を進めさせていただきます。
　報告第１７号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
から、報告第２２号「農地法第５条第１項第６号の規定による転用
届出に対する専決処分について」までを一括して議題とします。
　事務局の報告を求めます。

　報告第１７号 事務局 　報告第１７号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
　「農地法第１８条第６項の でございます。
規定による通知について」 　貸主、借主の合意に基づきまして、解約されたものでございます。

　報告第１７号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」
は、１件でございます。

　報告第１８号 事務局 　次に、報告第１８号「農地法第３条第１項第１３号の規定による
　「農地法第３条第１項 届出に対する専決処分について」でございます。
第１３号の規定による 　本件は、農業経営基盤強化促進法第４条第３項第１号ロで
届出に対する専決処分 規定されています、「社団法人埼玉県農林公社」が「農地売買等
について」 の事業」により、農地を取得する場合、「届出」により事務を進める

ことができるものでございます。
　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
報告します。　　
　農地法第３条第１項第１３号の規定による届出に対する専決
処分については、1件で、合計面積は１２，１２２㎡です。

　報告第１９号 事務局 　次に、報告第１９号「農地法第３条の３第１項の規定による届出
　「農地法第３条の３第１項 に対する専決処分について」でございます。
の規定による届出に対する 　本件は、相続に対する届出となります。深谷市農業委員会
専決処分について」 事務専決規程により専決処分したので、報告します。　　

　報告第１９号「農地法第３条の３第１項の規定による届出に
対する専決処分について」は、合計８件です。
　なお、整理番号１番の農地につきましては、あっせん希望が
「有」となっておりますので、借り受けてくれる方をご存知でしたら、
農業委員会事務局までお知らせください。　
　よろしくお願いいたします。

て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　報告第２０号 事務局 　次に、報告第２０号「農地法第４条第１項第７号の規定による
　「農地法第４条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第７号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 報告します。
について」 　４条転用の届出につきましては、市街化区域内において、

土地所有者本人が行う、土地の権利移転を伴わない転用で
ございます。　「農地法第４条第１項第７号の規定による転用
届出に対する専決処分については」、合計６件、合計面積は　
２，８６６．２２㎡でございます。

　報告第２１号 事務局 　次に、報告第２１号「農地法第４条第１項第８号の規定による
　「農地法第４条第１項 転用届出(農業用施設）に対する専決処分について」でございます。
第８号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出（農業用施設）に 報告します。
対する専決処分 　本件は、農地に敷地面積２００㎡未満の農業施設を建築する
について」 場合に届出を行うものです。

「農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出（農業用
施設）に対する専決処分について」は、１件、合計面積は
１１０㎡でございます。

　報告第２２号 事務局 　次に、報告第２２号「農地法第５条第１項第６号の規定による
　「農地法第５条第１項 転用届出に対する専決処分について」でございます。
第６号の規定による転用 　深谷市農業委員会事務専決規程により専決処分したので、
届出に対する専決処分 ご報告します。
について」 　５条の転用届出につきましては、市街化区域内において、

農地の所有権移転や賃貸借等、権利の移転や設定を伴う
転用でございます。
　「農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する
専決処分について」は、合計１３件、 合計面積は７，３３３㎡で
ございます。

事務局 　報告第１７号から報告第２２号につきましては､以上でございます。

議　長 　ありがとうございました。　ただいま事務局より説明のありました
報告第１７号から報告２２号につきましては、専決処分事項であり
ますので、報告のみとさせていただきます。

　議案第１７号 議　長 　次に、議案第１７号「農用地利用集積計画の決定について」を
　「農用地利用集積計画の 議題とします。事務局の説明を求めます。
決定について」

事務局 　議案第１７号「農用地利用集積計画の決定について」
説明させていただきます。
　本議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、
別紙の農用地利用集積計画（案）について、計画の決定を
求めるものでございます。

事務局 　本日の総会において計画が決定されますと、令和元年９月１３日
に公告することにより、令和元年１０月１日より利用権が設定される
こととなります。

　【議案書を朗読し、利用集積計画概要表の内容を説明】

事務局 　それでは、１５ページの計画概要について説明いたします。
詳細につきましては、続く１６ページから２２ページにございます。
　また、別添の議案資料の１ページに｢借受人別内訳｣がござい
ますので、併せてご参照ください。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
事務局 　 今回の計画におきましては、合計　１７件　４０，２８２㎡、

借手　延べ１３名、　貸手　延べ１７名、筆数３６筆の設定
となっております。
 農用地利用集積計画（案）の概要説明は以上でございます。　
ご審議をお願いします。

議　長 　ただ今、事務局より説明のありました、議案第１７号「農用地
利用集積計画の決定について」一括審議いたします。

　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

議　長 　次に、議案第１８号「農地法第３条の規定による許可申請に
　「農地法第３条の規定に ついて」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局の説明を求めます。

事務局 　議案第１８号「農地法第３条の規定による許可申請について」
でございます。
　農地法第３条の規定による許可申請については、本日の
総会おいて承認いただきますと、本日付で許可となるもので
ございます。
　本議案につきましては、別添の議案資料がございますので、
そちらについても２ページを、併せてご覧ください。

　【議案第１８号、整理番号１番から３番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図るため
とのことであり、取得後においては、ブロッコリーの作付けを行う
とのことでございます。

事務局 　整理番号２番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、収益の増加が見込める
ためとのことであり、取得後においては、ブロッコリーの作付を
行うとのことでございます。

事務局 　整理番号３番でございます。
（議案書・順次、譲受人・譲渡人、土地の表示、契約内容の説明）
　譲り受けの理由は、申請地を取得し、経営規模の拡大を図る
ためとのことであり、取得後においては、トウモロコシの作付を
行うとのことでございます。

事務局 　３条許可申請につきましては、以上３件、畑 ６筆 
合計 ５，５６０㎡となっております。
　なお、３条申請につきましては、耕作すべき農地が効率的に
利用されること、及び周辺の農地の利用に支障がないことの
確認として、申請に関係する農地につきましては、令和元年８月

　議案第１８号
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
１６日に議席番号１番、２番、農地利用最適化推進委員１５番、
１６番、と事務局職員で、現地確認を行いましたことを、あわせて
ご報告いたします。

事務局 　農地法第３条の規定による許可申請についての説明は、
以上でございます。ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま、事務局より説明のありましたとおり、現地調査に同行
していただきました委員の代表として、農地利用最適化推進委員
１５番、議席番号２番に意見をお願いします。

議　長 　はじめに、農地利用最適化推進委員１５番、お願いします。

最適化 　３条、現地確認報告をいたします。
推進委員 　令和元年８月１６日に、私と農地利用最適化推進委員１６番と

１５番 事務局職員で、３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号３番の譲受人の経営地につきましては、耕耘が必要な
箇所が一部ありましたが、すぐに耕作できる状態ではありました。
　また、申請地につきましては、畑への入り口に小石がありましたが、
特に問題ありません。
　現地確認の結果、 以上１件 につきましては、農地の効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

議　長 　農地利用最適化推進委員１５番ありがとうございました。
続きまして、議席番号２番お願いします。

２番 　３条、現地確認報告をいたします。
　令和元年８月１６日に、私と議席番号１番と事務局職員で、
３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号１番、２番の譲受人の経営地につきましては、
耕作が行われておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありません。
　現地確認の結果、 以上２件 につきましては、農地の効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見 といたします。

議　長 　議席番号２番ありがとうございました。
　それでは、本件について一括審議いたします。
　この件に関して質疑はございますか。

 （委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１９号 議　長 　次に、議案第１９号「農地法第４条第１項の規定による許可
　「農地法第４条第１項の 申請承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 事務局の説明を求めます。
ついて」

事務局 　議案第１９号「農地法第４条第１項の規定による許可申請
承認について」でございます。

　こちらにつきましては、本日の総会で承認いただきますと、
令和元年９月３日までに深谷市へ意見書を付して進達を行い、
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
９月中旬頃を目途に市長名で許可となる予定でございます。
　また、別添の総会資料４ページを併せてご確認ください。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　申請理由についてですが、昭和３０年頃から農業用施設用地
として利用してきましたが、手続き未了であったため、改めて
申請を行うものでございます。

　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　申請理由についてですが、農業経営の効率化を図り、
農作業所等の整備を行うため、申請を行うものでございます。

　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　申請理由についてですが、昭和４７年頃より農家住宅敷地の
一部として利用してきましたが、手続き未了であったため、
改めて申請を行うものでございます。

　整理番号４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　申請理由についてですが、昭和６０年頃より農家住宅敷地
の一部として利用してきましたが、手続き未了であったため、
改めて申請を行うものでございます。

　整理番号５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　申請理由についてですが、借家住まいで手狭なため、
申請地に住宅の建築を行うため、申請を行うものでございます。

事務局 　農地法第４条第１項の規定による許可申請承認については、
以上５件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第１９号「農地法
第４条第１項の規定による許可申請承認について」、
一括審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することで
よろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第２０号 議　長 　次に、議案第２０号「農地法第５条第１項の規定による許可の
　「農地法第５条第１項の 取消申請承認について」を議題とします。　
規定による許可の取消申請 　事務局の説明を求めます。
承認ついて」

事務局 　それでは、議案書２６ページをご覧ください。
　議案第２０号「農地法第５条第１項の規定による許可の
取消申請承認について」ございます。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

事務局 　こちらにつきましては、本日の総会で承認いただきますと、
令和元年９月３日までに深谷市へ意見書を付して進達した後、
９月中旬頃に処理がなされる予定でございます。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、平成１４年２月２１日付で転用目的
「住宅敷地」で許可をしたものでございますが、申請者の都合に
より、住宅建築の計画が中止になったため、申請を取消したいとの
申し出がなされたものであります。

　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、昭和６１年８月２５日付で転用目的
「住宅敷地」で許可をしたものでございますが、申請者の都合に
より、住宅建築の計画が中止になったため、申請を取消したいとの
申し出がなされたものであります。

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可の取消申請承認に
ついては、以上２件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第２０号「農地法
第５条第１項の規定による許可の取消申請承認について」、
一括審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することで
よろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第２１号 議　長 　次に、議案第２１号「農地法第５条第１項の規定による
　「農地法第５条第１項の 許可後の計画変更申請承認について」を議題とします。　
規定による許可後の計画 　事務局の説明を求めます。
変更申請承認ついて」

事務局 　はい。事務局よりご説明申し上げます。
　議案書２７ページをご覧ください。

　議案第２１号「農地法第５条第１項の規定による許可後の
計画変更申請承認について」ございます。

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
　こちらにつきましては、議案書上段に記載のとおり平成３０年
１１月に工事用用地として農地法第５条の転用許可を得ました。
当初計画者が進めてきた工事自体は、間もなく完了する見通し
となっておりますが、このたび公共下水道敷設工事（31-6雨水）
の実施にあたり、承継者が申請地を現状のまま引き継ぎ、継続
して使用するという申請でございます。
　農地法に関する事務処理要領として深谷市が定めた農地調整
関係事務処理要領において、農地転用許可後の転用事業の
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
促進措置として、当初の転用事業者に代わって当該許可に係る
土地について、転用を希望するものがある場合には、この行為を
承認し、事業を承継させる事ができるとされておりますので、
こちらの要領に基づき計画変更の承認を求めるものでございます。

事務局 　こちらにつきましては、本日の総会で承認をいただきますと、
令和元年９月３日までに深谷市へ進達し、９月中に処理される
見通しでございます。

　農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更申請承認に
ついては、以上１件でございます。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第２１号「農地法
第５条第１項の規定による許可後の計画変更申請承認について」、
一括審議いたします。

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することで
よろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第２２号 議　長 　次に、議案第２２号「農地法第５条第１項の規定による
　「農地法第５条第１項の 許可申請承認について」を議題とします。　
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
について」

事務局 　はい。事務局よりご説明申し上げます。
　議案書２８ページをご覧ください。

　議案第２２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認
について」ございます。

事務局 　こちらにつきましては、本日の総会でご承認をいただきますと、
令和元年９月３日に深谷市へ意見書を付して進達し、その後、
深谷市で審査し、９月中旬頃を目途に市長名で許可となる
予定でございます。

　農地法５条の申請につきましては、合計２０件となっております。
別添の総会議案資料５ページから６ページを併せてご確認ください。
　それでは、整理番号１番よりご説明いたします。

　【議案第２２号、整理番号１番から２０番を議案書をもとに朗読】

事務局 　整理番号１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、親と同居しているが独立するため、申請地を譲り受けて 
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。
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事務局 　整理番号３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号６番です。　
　申し訳ございませんが、一ヶ所、訂正をお願いいたします。
譲受人の欄のところに、「持分１００分の９９」を追加してくだ
さい。お願いいたします。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号７番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号９番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、自社農産物の生産販売量拡大のため、会社の
経営地を拡大し、生産高を上げる環境を整えるため、申請地を
借り受け、農作業場等整備を行う申請でございます。

　整理番号１０番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１１番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１２番です。　
　申し訳ございませんが、こちらも一ヶ所、訂正をお願いいたします。
譲受人の住所の訂正をお願いいたします。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、昭和４２年頃から住宅敷地の一部として利用して
きましたが、手続き未了であったため、改めて申請を行うもので
ございます。

　整理番号１３番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、平成３年頃から従業員の駐車場として利用して
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
きたが、手続き未了であったため、改めて申請を行うもので
ございます。

事務局 　整理番号１４番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を借り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１５番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、営業規模の拡大に伴い不足する駐車場を整備する
ため、申請地を借り受け、申請を行うものでございます。

　整理番号１６番です。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、営業規模の拡大に伴い不足する駐車場を整備する
ため、申請地を借り受け、申請を行うものでございます。

　整理番号１７番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１８番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号１９番です。　
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、借家住まいで手狭なため、申請地を譲り受け、
住宅の建築を行いたいという申請でございます。

　整理番号２０番です。　
　こちらにつきましては、先ほどの議案第２１号において議決を
いただきました計画変更申請に関する転用の申請であります。
（議案書・順次、申請者、土地の表示の説明）
 譲受人は、公共下水道管布設工事(31-6雨水）施工に際し、
資機材置き場及び仮設事業所が必要となるため、申請地を
借り受け工事用用地として利用するため申請を行うもので
ございます。

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請につきましては、
以上２０件となります。　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま事務局より説明のありました、議案第２２号
「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について」、
一括審議いたします。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　「質疑なし」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、決することでよろしい
でしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。
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　議案第２３号 議　長 　次に、議案第２３号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）
　「農業振興地域整備計画 に対する意見について」を議題とします。　
（農用地利用計画）に対する 　担当課の説明を求めます。　農業振興課お願いします。
意見について」

農業 　議案第２３号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の
振興課 変更に係る意見について」説明させていただきます。

　議案書の３３ページ及び別添の参考資料をご覧ください。

　これから、ご説明します「除外」とは、農業振興地域内の農用地
いわゆる青地を農用地以外の用途に供することを目的として、
農用地区域から除外する手続きであり、農業委員会の意見を
聴き農業振興地域整備計画を変更するものです。
　今回の除外申出件数は、３２件となります。

　それでは、議案書の３４ページをご覧ください。

　【議案第２３号、除外１番から３２番を議案書をもとに朗読】

　番号１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号３番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号４番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号５番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号６番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号７番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号８番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号９番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１０番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらの９番、１０番の申出につきましては、補足説明を
させていただきます。
　過去に農業用施設として、用途区分の変更の手続きを取り、
地目を宅地に変更しましたが、この手続きでは農用地（青地）
から除かれず、農用地区域に含まれたままであるため、今回、
除外手続きを取るものです。

　番号１１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
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農業 　番号１３番。
振興課 （議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１４番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１５番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１６番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１７番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１８番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号１９番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２０番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２３番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
　こちらにつきましては、補足説明をさせていただきます。
　当申出地は、神流川沿岸の土地改良事業が平成２５年に完了
した区域であり、原則、事業が完了した翌年度の平成２６年から
８年間を経過していなければ、除外できない区域に該当して
おります。しかし、農業用用排水施設の新設又は変更の事業は、
事業期間が長期間となり、又、受益地も広範囲となることが想定
されます。 このため、一切の農用地区域からの除外を認めない
ことは、かえって農業の振興を阻害することが考えられます。
　このため、平成２６年１１月に「深谷市の農業の振興に関する
計画」いわゆる、２７号計画を策定し、計画に適合する施設で
ある場合、除外可能となるものです。

　番号２４番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２５番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２６番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２７番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２８番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号２９番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）
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農業 　番号３０番。
振興課 （議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号３１番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　番号３２番。
（議案書・順次、所在地、地目、面積、転用目的の説明）

　以上、３２件、合計面積 １４，４０５．９５㎡でございます。
これにより、整備計画の農用地面積は、５，９６８．６ha
（５９，６８６，３８９．７㎡）から、今回の申出面積を除いた面積
５，９６７．２ha（５９，６７２，６４９．６㎡）に変更となるものです。

農業 　以上、「議案第２３号農業振興地域整備計画（農用地利用計画）
振興課 の変更に係る意見について」の説明となります。

　ご審議をお願いします。

議　長 　ただいま、農業振興課より説明のありました、議案第２３号
「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更に係る
意見について」、審議いたします。　

議　長 　この件に関し、質疑はございますか。

　（議席番号１０番　挙手）

議　長 　議席番号１０番　お願いします。

１０番 　番号２３番の申出地についてですが、別添の参考資料の
位置図では、農地の集団のほぼ中央にあるようですが、
問題はないのでしょうか。

議　長 　農業振興課お願いします。

農業 　はい、議席番号１０番に対する回答をいたします。
振興課 まず、申し訳ございませんが、参考資料の位置図につきまして、

地図が少し古い内容になっていまして、現状では申出地の北側
にも、過去に除外を取り、既に、住宅が建っております。
　このため、今回の申出地につきましては、現状は農地の集団
の中ということではなく、隣接地には住宅が建っていることを、
追加させていただきます。　
以上になります。

議　長 　議席番号１０番　いかがでしょうか。

１０番 　はい、わかりました。　

議　長 　他にこの件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、採決
いたします。　お諮りいたします。　本件は、意見無しとして
決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は、意見無しとして原案どおり決します。
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議　長 　以上を持ちまして、本委員会に上程されました報告事案及び
議案に関する審議はすべて終了いたしました。
　これにて、議長の職を解かせていだきます。
　ご協力ありがとうございました。

  閉会 局　長 　以上で、令和元年第４回定例総会を閉会いたします。
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